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　寒くなり、暖房器具を使い始める時期となりまし

た。暖房器具は使用する前に点検し、使用方法など

をご確認ください。空気が乾燥し、火災が発生しや

すい時期です。火の取り扱いには十分注意してくだ

さい。

≪暖房器具取扱いの注意点≫

・カーテンや布団、紙類などの燃えやすいものをそ

　ばに置かないでください。

・暖房器具をつけたまま就寝すると、気づかない間

　に布団などが暖房器具に接触して発火する恐れが

　あります。

・暖房器具の上に洗濯物を干すと、洗濯物が落ちて

　発火する恐れがあります。

・持ち越した灯油などは使用しないでください。

□問 鳥取県西部広域行政管理組合消防局予防課

　 TEL：0859-35-1954

　 FAX：0859-35-1961

暖房器具は点検してから
　　　　　　　　　ご使用を！

お願い
　鳥取県司法書士会では、下記のとおり相談会を開

催します。無料で相談をお受けしますので、お気軽

にご利用ください。

□日 12月14日（水）14：00～16：00（前日までに要予約）

□場 米子コンベンションセンター　第２会議室

□内 相続、不動産登記、会社・法人登記、成年後見、

　  多重債務など

※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止と

　することがあります。

□申 ･□問 鳥取県司法書士会

　　　  TEL：0857-24-7024

司法書士による無料法律相談会お知らせ

　「小規模企業共済制度」は、個人事業主（共同経

営者含む）または会社等の役員の方が事業を廃止さ

れた場合などに備えてあらかじめ資金を準備してお

く共済制度で、「小規模企業の経営者のための退職

金制度」といえます。掛金の全額が所得控除になる

ため、高い節税効果があります。詳しい内容のお問

い合わせと加入申込みは、商工会や金融機関の窓口

で行うことができます。ホームページは「小規模共

済」で検索してください。

□問 （独）中小企業基盤整備機構　共済相談室

　　TEL：050-5541-7171（平日9：00～17：00）

小規模企業共済制度のご案内お知らせ

　放送大学は令和5年4月の入学生を募集しています。

松江市でも入学説明会・相談会を開催しますので、

ぜひご参加ください（事前申し込みが必要です）。

□日 12月24日（土）・2月12日（日）・3月5日（日）

　　いずれも午前10時から・午後２時からの2回

□場 放送大学島根学習センター

　（松江市白潟本町43  スティックビル4階）

●出願期間

　第１回 2月28日（火）まで／第２回 ３月14日（火）まで

　（インターネット出願も受け付けています）

□問 放送大学島根学習センター

　  TEL：0852-28-5500

　  https://www.sc.ouj.ac.jp/center/shimane/

放送大学4月入学生募集募集

【問合せ】役場企画課　TEL：82-1115

たったもカード スペシャルポイント 　　　　  　　　　プレゼント!!
　コロナ禍において原油価格・物価の高騰による影響を受けている町民のみなさんと町内事業者の支援を目的と
して、たったもカードの第4弾スペシャルポイントを11月16日に付与しています。今回は町民のみなさん全員を
対象（※）とし、10,000ポイント（1万円相当）をプレゼント！
　16歳以上（平成19年4月1日以前に出生）の方にはご本人のカードに、15歳以下
（平成19年4月2日以降に出生）の方には世帯主の方のカードにそれぞれ付与します。
　ポイントの有効期限は令和5年5月31日です。町内でのお買い物に、ぜひご活用ください。

10,000ポイント

※令和4年11月２日現在で、日南町の住民基本台帳に登録されている方が対象です。

　連合は「労働相談ダイヤル」を開設し、雇用形態

にかかわらず働くみなさんのトラブルや心配事の解

決に向け、相談員が秘密厳守でお応えします。一人

で悩まず、お気軽にご相談ください。

●実施期間　12月８日（木）～12月９日（金）

●受付時間　10：00～19：00

●相談番号　フリーダイヤル　0120-154-052

※携帯電話からも受け付けます。

※上記期間以外にも、通年的にフリーダイヤルで相

　談を受け付けています。

※24時間365日自動応答するチャットボット「ゆ

　にボ」も開設しています。「連合　ゆにボ」で検

　索してください。

□問 日本労働組合総連合会鳥取連合会（連合鳥取）

　　TEL：0857-26-6605

連合全国一斉集中労働相談
ホットラインを開設します

お知らせ

～STOP！長時間労働
　－あなたの働き方は大丈夫？～

おわび　広報にちなん11月号の訂正　10月25日発行の広報にちなん11月号に一部誤りがありました。お詫びして訂正します。
●訂正箇所：21ページ　お知らせ 11月11日～11月17日は「税を考える週間」です
　　　　　　誤：令和4年度のテーマ「くらしを支える税」　正：令和4年度のテーマ「これからの社会に向かって」


